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　　　支所窓口が
市民サービス課に

助役から副市長、収入役から会計管理者へ

　支所の総務課と住民課が統合され、「市民サービス課」に

生まれ変わりました。

　住民の皆さんが、できるだけ一つの窓口で短時間に用件

を済ますことができるよう、支所の組織を再編したもの

で、市民サービスの向上を図ることを目的としています。

　地方分権のいっそうの推進という観点から、自治体に関する基本的なルールを定めている地方自治法の一部

が改正され、下記のとおり新しい制度が４月１日から始まります。

　４月１日から「助役」の呼称が「副市長」になりま

す。

　呼称の変更のほか、これまで助役は市長の補佐的な位

置づけでしたが、その役割に市長の委任を受けて事務を

執行することが明記され、市政運営における意思決定力

やその仕組みが強化されます。

　副市長の人数は、それぞれの自治体において条例で定

めることとされており、三豊市では１人とします。今

後、制度的な検討を進め、具体的な委任事務の内容につ

いて定めます。

■市民サービス課の業務

■ 助役から副市長へ

　近年、会計事務の飛躍的な電算化等によ

り、その事務内容が大幅に変化しているた

め、特別職である収入役制度が廃止され、

一般職の会計管理者を置くこととなりまし

た。三豊市でも４月１日から会計管理者を

１人置きます。

　しかし、会計管理者制度になっても、会

計事務の適切な執行の重要性は変わるもの

ではなく、会計管理者の役割や権限は、従

来の収入役と同じです。今後も会計事務の

適切な執行に務めます。

■ 収入役から会計管理者へ

これまでの支所総務課と住民課の業務をそのまま行います。

高 瀬 支 所

山 本 支 所

三 野 支 所

豊 中 支 所

詫 間 支 所

仁 尾 支 所

財 田 支 所

※ 従来の住民課の電話番号も使用できます。

■各支所市民サービス課の代表電話番号

※ 副市長が市長の委任を受ける場合は、あらためて

　 広くお知らせします。

４月から

問い合わせ　　総務課　行政係　☎６２－１１１１

▲
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ゆめ もつ ひと

有害鳥獣の駆除対策事業に補助金が出ます

■「みとよ未来技術基金」とは…

　三豊市では、発明や発見、技術革新等に対する意識を喚起し、理科学的思考によるひとづくり、まちづく

りを推進することにより、夢があふれる特徴ある地域づくりを行っていきます。

　皆さんの寄付金が、三豊市の未来への大きな投資となります。ぜひ、ご協力をお願いします。

■「みとよ未来技術基金」は、このような事業を進めます･･･

・夢のある発明や発見に対する事業

・夢のある技術革新に対する事業

・理科学分野において全国的活躍のあった、若しくは期待できる事業

・理科学分野に興味のあるひとづくり事業

・理科学分野を中心とするイベント開催事業

　三豊市では、有害鳥獣駆除対策事業として、平成１９年度に下記の補助事業を実施します。平成１９年１２月末

までに各支所事業課へ申請してください。

　事後（購入後）の申請については受け付けできませんので、補助金の交付を希望される方は、事前に各支所事業

課までご相談ください。

■寄付のお申し込みは･･･

下記の手順でお申し込みください

　電話、ファックスまたはＥメールで、企画課までご連絡くださ

　い。寄付金申請書をお送りします。

　寄付金申請書によりお申し込みください。

　申請書を受領後、「納付書」を郵送します。

　この「納付書」により、お申し出いただいた金額を金融機関でお

　振り込みください。

農林水産課　☎６２－１１２８ または 各支所事業課問い合わせ▼

事　業　名

駆除用罠具購入
補助事業

被害対策用ネット
等設置事業

狩猟免許取得
補助事業

イノシシ捕獲
奨励金

市内狩猟免許取得者がくくり罠または箱おりを新規に購入
する経費に対して補助します。

水田・畑等の農作物を鳥獣から守るためのネット・トタン・
電気牧柵等を設置する経費に対して補助します。

市内在住者が狩猟免許を新規に取得するための経費に対し
て補助します。対象経費は、受験手数料・初心者講習会受
講料で、合格者が補助対象となります。

有害鳥獣捕獲許可申請に基づく駆除活動により、４月１日
から１０月３１日までの間にイノシシを捕獲した方に対して
交付します。

補　助　率事　業　内　容

有
害
鳥
獣
駆
除
対
策
事
業

みとよの夢持人を応援します！

みとよ未来技術基金にご協力ください
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